
 
 

富山市商工業振興資金融資制度のご案内 

１ 富山市商工業振興資金融資制度の特長 
  
        利子の一部助成をおこない、中小企業者の負担軽減に努めています。 
        融資利率の一定割合を富山市が中小企業者の皆様に助成します。 

（ただし、緊急経営基盤安定資金は除きます。） 
    
        （例1：運 転 資 金では、融資利率の内０．７％相当額を市が助成します。） 
        （例2：設備投資支援資金では、融資利率の内１．５％相当額を市が助成します。） 

 

２ 融資申し込みできる中小企業者 
  資本金要件又は従業員要件のいずれかに該当すれば申し込みできます。（一部業種については例外があります。） 

業 種           資本金・出資金の総額           常時使用する従業員           
小 売 業           ５０００万円以下         ５０人以下 
サ ー ビ ス 業           ５０００万円以下 １００人以下 
卸 売 業           １ 億 円 以 下         １００人以下 
製造業・その他業種           ３ 億 円 以 下         ３００人以下 

※許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていなければなりません。 
 

３ 申し込みできない業種 
 富山県信用保証協会が保証対象外としている業種 

 

４ 取扱金融機関 
  富山県内にある下記金融機関の本・支店 
   みずほ銀行・三井住友銀行・第四北越銀行・北陸銀行・富山銀行・北國銀行・福井銀行 
   富山第一銀行・富山信用金庫・高岡信用金庫・にいかわ信用金庫・新湊信用金庫 

富山県信用組合・商工組合中央金庫・なのはな農業協同組合・富山県医師信用組合  
 
 

【お問合せ先】 
  商工労政課  商工業振興係 
  ＴＥＬ ０７６－４４３－２０７０ 
  ＦＡＸ ０７６－４４３－２１８３ 



富山市商工業振興資金申込添付書類等一覧表
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運 転 資 金 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○

経 営 安 定 資 金 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
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◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

設 備 投 資
支 援 資 金

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
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事 業 資 金

◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
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◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

創 業 者
支 援 資 金

◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

第 二 創 業
支 援 資 金

◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

環境保 全設 備資
金

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

商店街空き店舗活
用 促 進 資 金

◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

緊 急 経 営
基 盤 安 定 資 金

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

富山県小口事業資
金 （ 零 細 小 口 枠 ）

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

＊◎の項目は必ず添付していただく書類、○の項目は必要に応じて添付する書類です。

＊その他必要に応じて、上記以外の書類の提出をお願いする場合もあります。

※２ 令和6年5月31日までに申し込む場合は令和5年度、令和6年6月1日以降に申込む場合は令和6年度の所得証明書を添付してください。

※３『経営安定資金』『緊急経営基盤安定資金』の認定書は商工会議所・商工会が、『企業立地促進事業資金』『高度化事業資金』の認定書は市が発行します。

※４企業立地促進事業資金・高度化事業資金、創業者支援資金、第二創業支援資金の事業計画書の様式はそれぞれ異なりますので、資金に応じて所定の様式を使用してください。

※５第二創業支援資金で【分社化】に該当する場合は、様式５および定款も必要となります。

事業計画書
(市所定の様式)

※４・５

第 二 創 業 申 込 要 件
③（新産業）に該当する場合

　　　 　　添付書類

資金区分

　　　申込時期により、令和6年度の証明書が発行されない場合は、令和5年度の証明書のみ添付してください。（令和6年5月から固定資産税、7月から市県民税の令和6年度納税証明書が発行されます。)
　　　申込人が個人の場合で市県民税の課税がないときは、「非課税証明書」を添付してください。

※１令和6年度及び令和5年度の納税証明書を添付してください。


